
 

 

【Ⅱ－５ 外来医療の機能分化・強化等－①】 

① 生活習慣病に係る医学管理料の見直し 
 

第１ 基本的な考え方 
 

生活習慣病に対する質の高い疾病管理を推進する観点から、生活習慣
病管理料について要件及び評価を見直すとともに、特定疾患療養管理料
について対象患者を見直す。 

 
第２ 具体的な内容 
 

１．生活習慣病管理料の評価及び要件について、以下のとおり見直すと

ともに、名称を生活習慣病管理料(Ⅰ)とする。 

（１）生活習慣病管理料における療養計画書を簡素化するとともに、
令和７年から運用開始される予定の電子カルテ情報共有サービス
を活用する場合、血液検査項目についての記載を不要とする。あ
わせて、療養計画書について、患者の求めに応じて、電子カルテ
情報共有サービスにおける患者サマリーに、療養計画書の記載事
項を入力した場合、療養計画書の作成及び交付をしているものと
みなす。 

（２）診療ガイドライン等を参考として疾病管理を行うことを要件と
する。 

（３）生活習慣病の診療の実態を踏まえ、少なくとも１月に１回以上
の総合的な治療管理を行う要件を廃止する。 

（４）歯科医師、薬剤師、看護師、管理栄養士等の多職種と連携する
ことを望ましい要件とするとともに、糖尿病患者に対して歯科受
診を推奨することを要件とする。 

 

改 定 案 現   行 

【生活習慣病管理料(Ⅰ)】 

［算定要件］ 

Ｂ００１―３ 生活習慣病管理料(Ⅰ) 

１ 脂質異常症を主病とする場合   

                           ●●点 

２ 高血圧症を主病とする場合 

                           ●●点 

３ 糖尿病を主病とする場合   

                         ●●点 

 

注１ 別に厚生労働大臣が定める施

【生活習慣病管理料】 

［算定要件］ 

Ｂ００１―３ 生活習慣病管理料 

１ 脂質異常症を主病とする場合 

570 点 

２ 高血圧症を主病とする場合 

    620 点 

３ 糖尿病を主病とする場合 

             720 点 

 

注１ 保険医療機関（許可病床数

339



 

 

設基準を満たす保険医療機関

（許可病床数が200床未満の病院

又は診療所に限る。）におい

て、脂質異常症、高血圧症又は

糖尿病を主病とする患者（入院

中の患者を除く。）に対して、

当該患者の同意を得て治療計画

を策定し、当該治療計画に基づ

き、生活習慣に関する総合的な

治療管理を行った場合に、月１

回に限り算定する。ただし糖尿

病を主病とする場合にあって

は、区分番号Ｃ１０１に掲げる

在宅自己注射指導管理料を算定

しているときは、算定できな

い。 

２ 生活習慣病管理を受けている

患者に対して行った区分番号Ａ

００１の注８に掲げる医学管

理、第２章第１部医学管理等

（区分番号Ｂ００１の20に掲げ

る糖尿病合併症管理料、区分番

号Ｂ００１の22に掲げるがん性

疼痛緩和指導管理料、区分番号

Ｂ００１の24に掲げる外来緩和

ケア管理料、区分番号Ｂ００１

の27に掲げる糖尿病透析予防指

導管理料及び区分番号Ｂ●●に

掲げる慢性腎臓病透析予防指導

管理料を除く。）、第３部検

査、第６部注射及び第13部病理

診断の費用は、生活習慣病管理

料(Ⅰ)に含まれるものとする。 

３・４ （略） 

５ 生活習慣病管理料(Ⅱ)を算定

した日の属する月から起算して

６月以内の期間においては、生

活習慣病管理料(Ⅰ)は、算定で

きない。 

 

 

 

 

が200床未満の病院又は診療所

に限る。）において、脂質異

常症、高血圧症又は糖尿病を

主病とする患者（入院中の患

者を除く。）に対して、当該

患者の同意を得て治療計画を

策定し、当該治療計画に基づ

き、生活習慣に関する総合的

な治療管理を行った場合に、

月１回に限り算定する。ただ

し、糖尿病を主病とする場合

にあっては、区分番号Ｃ１０

１に掲げる在宅自己注射指導

管理料を算定しているとき

は、算定できない。 

 

２ 生活習慣病管理を受けている

患者に対して行った第２章第１

部医学管理等（区分番号Ｂ００

１の20に掲げる糖尿病合併症管

理料、区分番号Ｂ００１の22に

掲げるがん性疼痛緩和指導管理

料、区分番号Ｂ００１の24に掲

げる外来緩和ケア管理料及び区

分番号Ｂ００１の27に掲げる糖

尿病透析予防指導管理料を除

く。）、第３部検査、第６部注

射及び第13部病理診断の費用

は、生活習慣病管理料に含まれ

るものとする。 

  

 

 

３・４ （略） 

 (新設) 
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(1) 生活習慣病管理料(Ⅰ)は、脂質

異常症、高血圧症又は糖尿病を主

病とする患者の治療においては生

活習慣に関する総合的な治療管理

が重要であることから設定された

ものであり、治療計画を策定し、

当該治療計画に基づき、服薬、運

動、休養、栄養、喫煙、家庭での

体重や血圧の測定、飲酒及びその

他療養を行うに当たっての問題点

等の生活習慣に関する総合的な治

療管理を行った場合に、許可病床

数が 200 床未満の病院及び診療所

である保険医療機関において算定

する。この場合において、当該治

療計画に基づく総合的な治療管理

は、歯科医師、薬剤師、看護師、

薬剤師、管理栄養士等の多職種と

連携して実施することが望まし

い。なお、区分番号「Ａ０００」

初診料を算定した日の属する月に

おいては、本管理料は算定しな

い。 

(2) 生活習慣病管理料(Ⅰ)は、服

薬、運動、休養、栄養、喫煙及び

飲酒等の生活習慣に関する総合的

な治療管理を行う旨、患者に対し

て療養計画書（療養計画書の様式

は、別紙様式９又はこれに準じた

様式とする。）により丁寧に説明

を行い、患者の同意を得るととも

に、当該計画書に患者の署名を受

けた場合に算定できるものであ

る。また、交付した療養計画書の

写しは診療録に添付しておくもの

とする。なお、療養計画書は、当

該患者の治療管理において必要な

項目のみを記載することで差し支

えないが、糖尿病の患者について

は血糖値及びＨｂＡ１ｃの値を、

高血圧症の患者については血圧の

値を必ず記載すること。なお、血

液検査結果を療養計画書とは別に

(1) 生活習慣病管理料は、脂質異常

症、高血圧症又は糖尿病を主病と

する患者の治療においては生活習

慣に関する総合的な治療管理が重

要であることから設定されたもの

であり、治療計画を策定し、当該

治療計画に基づき、服薬、運動、

休養、栄養、喫煙、家庭での体重

や血圧の測定、飲酒及びその他療

養を行うに当たっての問題点等の

生活習慣に関する総合的な治療管

理を行った場合に、許可病床数が

200 床未満の病院及び診療所であ

る保険医療機関において算定す

る。この場合において、当該治療

計画に基づく総合的な治療管理

は、看護師、薬剤師、管理栄養士

等の多職種と連携して実施しても

差し支えない。なお、区分番号

「Ａ０００」初診料を算定した日

の属する月においては、本管理料

は算定しない。 

 

(2) 生活習慣病管理料は、服薬、運

動、休養、栄養、喫煙及び飲酒等

の生活習慣に関する総合的な治療

管理を行う旨、患者に対して療養

計画書（療養計画書の様式は、別

紙様式９又はこれに準じた様式と

する。）により丁寧に説明を行

い、患者の同意を得るとともに、

当該計画書に患者の署名を受けた

場合に算定できるものである。ま

た、交付した療養計画書の写しは

診療録に添付しておくものとす

る。なお、療養計画書は、当該患

者の治療管理において必要な項目

のみを記載することで差し支えな

いが、糖尿病の患者については血

糖値及びＨｂＡ１ｃの値を、高血

圧症の患者については血圧の値を

必ず記載すること。 
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手交している場合又は患者の求め

に応じて、電子カルテ情報共有サ

ービスを活用して共有している場

合であって、その旨を診療録に記

載している場合は、療養計画書の

血液検査項目についての記載を不

要とする。 

(3) 生活習慣病管理料(Ⅰ)について

は、当該患者の診療に際して行っ

た「Ａ００１」の注８に掲げる医

学管理、第２章第１部医学管理等

（「Ｂ００１」の「20」糖尿病合

併症管理料、同「22」がん性疼痛

緩和指導管理料、同「24」外来緩

和ケア管理料、同「27」糖尿病透

析予防指導管理料及び同｢●●｣腎

臓病透析予防指導管理料を除

く。）、第３部検査、第６部注射及

び第 13 部病理診断の費用は全て

所定点数に含まれる。 

（削除） 

 

 

 

(4) 生活習慣病管理料を算定する月

においては、服薬、運動、休養、

栄養、喫煙、家庭での体重や血圧

の測定、飲酒、特定健診・特定保

健指導に係る情報提供及びその他

療養を行うに当たっての問題点等

の生活習慣に関する総合的な治療

管理に係る療養計画書（療養計画

書の様式は、別紙様式９の２又は

これに準じた様式とする。）を交

付するものとするが、当該療養計

画書の内容に変更がない場合はこ

の限りでない。ただし、その場合

においても、患者又はその家族等

から求めがあった場合にも交付す

るものとするとともに、概ね４月

に１回以上は交付するものとす

る。なお、交付した当該療養計画

書の写しは診療録に添付しておく

 

 

 

 

 

 

 

(3) 当該患者の診療に際して行った

第１部医学管理等（「Ｂ００１」

の「20」糖尿病合併症管理料、同

「22」がん性疼痛緩和指導管理

料、同「24」外来緩和ケア管理料

及び同「27」糖尿病透析予防指導

管理料を除く。）、第３部検査、第

６部注射及び第 13 部病理診断の

費用は全て所定点数に含まれる。 

 

 

 

 

(4) 生活習慣病管理料を算定してい

る患者に対しては、少なくとも１

月に１回以上の総合的な治療管理

が行われなければならない。 

(5) 生活習慣病管理料を算定する月

においては、服薬、運動、休養、

栄養、喫煙、家庭での体重や血圧

の測定、飲酒、特定健診・特定保

健指導に係る情報提供及びその他

療養を行うに当たっての問題点等

の生活習慣に関する総合的な治療

管理に係る療養計画書（療養計画

書の様式は、別紙様式９の２又は

これに準じた様式とする。）を交

付するものとするが、当該療養計

画書の内容に変更がない場合はこ

の限りでない。ただし、その場合

においても４月に１回以上は交付

するものとする。なお、交付した

当該療養計画書の写しは診療録に

添付しておくものとする。 
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ものとする。 

(5) (2)及び(4)について、患者の求

めに応じて、電子カルテ情報共有

サービスにおける患者サマリー

に、療養計画書での記載事項を入

力し、診療録にその記録及び患者

の同意を得た旨を残している場合

は、療養計画書の作成及び交付を

しているものとみなすものとす

る。ただし、この場合において

も、(2)のとおり、生活習慣病管

理料(Ⅰ)を算定するにあたって

は、服薬、運動、休養、栄養、喫

煙及び飲酒等の生活習慣に関する

総合的な治療管理を行う旨、丁寧

に説明を行い、患者の同意を得る

こととする。 

（削除） 

 

 

 

(6)·(7) (略) 

(8) 学会等の診療ガイドライン等や

診療データベース等の診療支援情

報を参考にする。 

 

(9) 患者の状態に応じ、28 日以上の

長期の投薬を行うこと又はリフィ

ル処方箋を交付することについ

て、当該対応が可能であることを

当該保険医療機関の見やすい場所

に掲示するとともに、患者から求

められた場合に適切に対応するこ

と。 

(10) (略) 

(11) 糖尿病の患者については、患

者の状態に応じて、年１回程度眼

科の医師の診察を受けるよう指導

を行うこと。また、糖尿病の患者

について、歯周病の診断と治療の

ため、歯科受診の推奨を行うこ

と。 

(12)～(14) (略) 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 当該月に生活習慣病管理料を算

定した患者の病状の悪化等の場合

には、翌月に生活習慣病管理料を

算定しないことができる。 

(7)·(8) (略) 

(9) 学会等の診療ガイドライン等や

診療データベース等の診療支援情

報を、必要に応じて、参考にす

る。 

(新設) 

 

 

 

 

 

 

 

(10) (略) 

(11) 糖尿病の患者については、患

者の状態に応じて、年１回程度眼

科の医師の診察を受けるよう指導

を行うこと。 

 

 

 

(12)～(14) (略) 
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[施設基準] 

四の九 生活習慣病管理料（Ⅰ）の

施設基準 

(1) 生活習慣病管理料（Ⅰ）の注

１に規定する施設基準 

生活習慣病管理を行うにつ

き必要な体制が整備されてい

ること。 

(2) 生活習慣病管理料（Ⅰ）の注

４に規定する施設基準 

イ 外来患者に係る診療内容

に関するデータを継続的か

つ適切に提出するために必

要な体制が整備されている

こと。 

ロ データ提出加算に係る届

出を行っていない保険医療

機関であること。 

 

第６の９ 生活習慣病管理料 

１ 生活習慣病管理料（Ⅰ）の注１

に規定する施設基準 

(1) 患者の状態に応じ、28 日以

上の長期の投薬を行うこと又は

リフィル処方箋を交付すること

について、当該対応が可能であ

ることを当該保険医療機関の見

やすい場所に掲示すること。 

(2) 治療計画に基づく総合的な治

療管理は、歯科医師、薬剤師、

看護師、管理栄養士等の多職種

と連携して実施することが望ま

しいこと。 

２～４ （略） 

 

 

[施設基準] 

四の九 生活習慣病管理料の注４に

規定する施設基準 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

(1) 外来患者に係る診療内容に関

するデータを継続的かつ適切に

提出するために必要な体制が整

備されていること。 

 

(2) データ提出加算に係る届出を

行っていない保険医療機関であ

ること。 

 

第６の９ 生活習慣病管理料 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１～３ （略） 

 
２．検査等を包括しない生活習慣病管理料（Ⅱ）を新設する。 

 
（新）  生活習慣病管理料(Ⅱ)     ●●点 
 

[算定要件] 
（１）別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関（許可
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病床数が●●床未満の病院又は診療所に限る。）において、脂質異常
症、高血圧症又は糖尿病を主病とする患者（入院中の患者を除く。）
に対して、当該患者の同意を得て治療計画を策定し、当該治療計画
に基づき、生活習慣に関する総合的な治療管理を行った場合に、月
●回に限り算定する。 

（２）生活習慣病管理を受けている患者に対して行った区分番号Ａ００
１の注８に掲げる医学管理及び第２章第１部医学管理等（区分番号
Ｂ００１の 20 に掲げる糖尿病合併症管理料、区分番号Ｂ００１の
22 に掲げるがん性疼痛緩和指導管理料、区分番号Ｂ００１の 24 に
掲げる外来緩和ケア管理料、区分番号Ｂ００１の 27 に掲げる糖尿
病透析予防指導管理料及び区分番号Ｂ●●に掲げる慢性腎臓病透
析予防指導管理料を除く。）の費用は、生活習慣病管理料(Ⅱ)に含ま
れるものとする。 

（３）生活習慣病管理料(Ⅰ)を算定した日の属する月から起算して●月
以内の期間においては、生活習慣病管理料(Ⅱ)は算定できない。 

 
[施設基準] 

（１）生活習慣病管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。 
（２）患者の状態に応じ、28 日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィ

ル処方箋を交付することについて、当該対応が可能であることを当
該保険医療機関の見やすい場所に掲示すること。 

（３）治療計画に基づく総合的な治療管理は、歯科医師、薬剤師、看護
師、管理栄養士等の多職種と連携して実施することが望ましいこと。 

 
（新）   血糖自己測定指導加算     ●●点 
 

[算定要件] 
糖尿病を主病とする患者（２型糖尿病の患者であってインスリン

製剤を使用していないものに限る。）に対して、血糖自己測定値に基
づく指導を行った場合は、血糖自己測定指導加算として、年●回に
限り所定点数に●●点を加算する。 

 
（新）   外来データ提出加算      ●●点 
 

[算定要件] 
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地

方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関
における診療報酬の請求状況、生活習慣病の治療管理の状況等の診
療の内容に関するデータを継続して厚生労働省に提出している場
合は、外来データ提出加算として、●●点を所定点数に加算する。 
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[施設基準] 

（１）外来患者に係る診療内容に関するデータを継続的かつ適切に提出
するために必要な体制が整備されていること。 

（２）データ提出加算に係る届出を行っていない保険医療機関であるこ
と。 

 
 

３．特定疾患療養管理料の対象疾患から、生活習慣病である、糖尿病、

脂質異常症及び高血圧を除外する。  

(※１) 処方料及び処方箋料の特定疾患処方管理加算についても同様。 
(※２) 糖尿病が対象疾患から除外されたことに伴い、糖尿病透析予

防指導管理料における算定要件｢注３｣を削除する。 
 

 
改 定 案 現   行 

【特定疾患療養管理料】 

［施設基準］ 

別表第一 特定疾患療養管理料並

びに処方料並びに処方箋料の特

定疾患処方管理加算１及び特定

疾患処方管理加算２に規定する

疾患 

結核 

悪性新生物 

甲状腺障害 

処置後甲状腺機能低下症 

（削除） 

スフィンゴリピド代謝障害

及びその他の脂質蓄積障害 

ムコ脂質症 

リポ蛋白代謝障害及びその

他の脂（質）血症（家族性

高コレステロール血症等の

遺伝性疾患に限る。） 

リポジストロフィー 

ローノア・ベンソード腺脂

肪腫症 

（削除） 

虚血性心疾患 

（中略） 

【特定疾患療養管理料】 

［施設基準］ 

別表第一 特定疾患療養管理料並

びに処方料並びに処方箋料の特

定疾患処方管理加算１及び特定

疾患処方管理加算２に規定する

疾患 

結核 

悪性新生物 

甲状腺障害 

処置後甲状腺機能低下症 

糖尿病 

スフィンゴリピド代謝障害

及びその他の脂質蓄積障害 

ムコ脂質症 

リポ蛋白代謝障害及びその

他の脂（質）血症 

 

 

リポジストロフィー 

ローノア・ベンソード腺脂

肪腫症 

高血圧性疾患 

虚血性心疾患 

（中略） 
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